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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第86期 第87期 第88期 第89期 第90期

決算年月 2021年６月 2022年６月 2023年６月 2024年６月 2025年６月

売上高 (千円) 30,472,586 29,462,473 31,923,099 36,417,933 38,719,270

経常利益 (千円) 2,001,325 2,109,339 2,357,510 3,588,972 3,918,370

当期純利益 (千円) 1,370,845 1,160,117 1,549,072 2,528,456 2,681,935

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) 569,375 569,375 569,375 569,375 569,375

発行済株式総数 (株) 3,432,475 3,432,475 3,432,475 3,432,475 3,432,475

純資産額 (千円) 12,665,329 13,667,561 15,180,923 18,275,233 20,480,298

総資産額 (千円) 23,552,407 23,918,013 27,069,185 31,587,657 33,881,559

１株当たり純資産額 (円) 3,764.36 4,055.45 4,495.73 5,402.83 6,045.10

１株当たり配当額 125.00 140.00 160.00 300.00 320.00

(内１株当たり
中間配当額)

(円) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり
当期純利益金額

(円) 407.44 344.46 459.10 748.01 792.12

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 53.8 57.1 56.1 57.9 60.4

自己資本利益率 (％) 11.3 8.8 10.7 15.1 13.8

株価収益率 (倍) 11.6 13.8 13.1 11.0 14.6

配当性向 (％) 30.7 40.6 34.9 40.1 40.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,179,168 394,628 2,295,650 1,589,308 2,802,612

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △641,550 △906,107 △796,599 △662,862 △2,445,101

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △464,309 △429,615 △478,274 △545,518 △1,021,387

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 9,810,262 8,869,168 9,889,944 10,270,871 9,606,995

従業員数 (名)
413 401 402 408 403
(52) (60) (65) (62) (72)

株主総利回り (％) 121.6 125.5 160.9 223.9 316.1

(比較指標：
配当込みTOPIX)

(％) (127.3) (125.5) (157.8) (198.2) (206.3)

最高株価 (円) 4,970 4,900 6,240 8,960 13,920

最低株価 (円) 3,670 4,390 4,615 5,640 6,510



(注) １ 従業員数は就業人員数を記載しております。

２ 当社は、関係会社がないため、持分法についての該当事項はありません。

３ 当社は潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について記載しておりませ

ん。

４ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員で、臨時従業員には、嘱託、顧問及びパートタイマ

ー契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。

５ 最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所(スタンダード市場)におけるものであり、そ

れ以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

６ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を第87期の期首から適用してお

り、第87期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

７ 第90期の１株当たり配当額320.00円については、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の決議事項となっ

ております。



２ 【沿革】

年月 事項

1932年10月 計測器の販売を目的として、東京都中央区銀座二丁目３番地に創業し、株式会社横河電機製作所

(現 横河電機株式会社)および株式会社東京工機製作所製品の代理店販売を開始。

1935年10月 業容拡大のため、合資会社西川商会に改組。

1951年11月 計測器、工業計器の販売事業拡大を目的として、東京都港区芝三田四国町５番地に株式会社西川

商会を設立。

1958年３月 株式会社横河電機製作所から電気計測器および工業計器の修理業務を受託し、本社内に修理工場

を設置。

1964年７月 商号を西川計測株式会社に変更。

1967年３月 九州地区進出のため、大分県大分市に大分出張所(現 九州支社)を開設。

1973年１月 本社を東京都港区芝５丁目29番20号に移転。

1982年４月 関東地区での営業活動強化のため、埼玉県大宮市(現 さいたま市)に埼玉営業所および埼玉県川

越市に埼玉西部営業所(埼玉営業所に統合のため、1993年４月廃止)を開設。

1984年11月 関東地区での営業活動強化のため、東京都立川市に多摩営業所を開設。

1985年４月 九州地区での事業拡大のため、熊本県熊本市に熊本営業所を開設。

1987年７月 関西地区への進出のため、神戸市中央区に関西支社、大阪市淀川区に大阪支店(現 大阪営業

所)、兵庫県姫路市に姫路営業所を開設。

1993年７月 理化学機器の営業活動強化のため横浜市中区に横浜営業所を開設。

1996年６月 日本証券業協会に店頭登録銘柄として登録。

1999年11月 本社を東京都港区三田三丁目13番16号に移転。

1999年11月 アジレント・テクノロジー株式会社と電子計測器の販売代理店契約を締結。

2003年４月 沖縄県那覇市に沖縄営業所を開設。

2004年１月 横浜営業所を横浜市保土ヶ谷区に移転し、理化学トレーニングセンター、アプリケーションラボ

を開設。

2004年12月 ジャスダック証券取引所に上場。

2005年３月 公共関連の営業活動強化のため、千葉県船橋市に千葉営業所を開設。

2006年４月 理化学営業の活動強化のため鶴岡営業所を山形県鶴岡市に開設。

2010年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)に

移行。

2010年10月 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所ＪＡＳＤＡＱ市場および同取引所ＮＥＯ市場の各市場

の統合に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)に移行。

2011年５月 東日本大震災の影響により、福島営業所を福島県いわき市に移転。

2012年４月 西九州地区の営業活動強化のため、大牟田営業所を福岡県大牟田市に開設。

2013年２月 本社を東京都渋谷区代々木三丁目22番７号(現所在地)に移転。

2013年７月 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)に

移行

2014年11月 業務効率の向上のため、関西支社を移転し、加古川営業所を統合。

2018年８月 営業活動強化のため、千葉営業所を千葉県千葉市へ移転。

2018年９月 営業活動強化のため、多摩営業所を東京都八王子市へ移転。

2018年12月 北関東地区の営業活動強化のため、栃木県宇都宮市に宇都宮営業所を開設。

2022年４月 東京証券取引所の市場再編に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)からスタンダー

ド市場へ移行。



３ 【事業の内容】

当社は、制御・情報機器システム、計測器、理化学機器、産業機器・その他の商品販売と、それら商品販売に伴う

エンジニアリング、ソフトウエア製作、計装工事、保守サービスを一括して行っております。また、当社は横河電機

株式会社、横河ソリューションサービス株式会社およびアジレント・テクノロジー株式会社の代理店として、この３

社より主な商品の仕入れを行っておりますが、主にシステム販売分野におきましては、機械設備や計装工事などをエ

ンジニアリング・工事会社に発注し、製作・施工しています。

なお当社のセグメントは単一でありますが、事業の内容につきましては商品の品目別に関連付けて示しておりま

す。

品目区分 主要品目

制御・情報機器システム

(1) プロセスオートメーション(ＰＡ)およびファクトリーオートメーション(ＦＡ)の
制御用コンピュータおよびコンピュータシステム

(2) 温度計、流量計等各種検出機器
(3) 調節計、シーケンサー等各種制御機器
(4) エンジニアリング、ソフトウエア製作、計装工事、保守サービス

計測器
(1) 各種電気測定器(電流計、電圧計、電力測定器および記録計等)
(2) オシロスコープ、通信測定器
(3) 計測システム

理化学機器
(1) ガスクロマトグラフ、液体クロマトグラフなどの有機化学分析装置
(2) ＩＣＰ質量分析装置などの無機分析装置
(3) 分析データ用ソフトウエア製作

産業機器・その他 環境試験装置、油圧機器、空圧機器、産業ロボット、恒温槽、受託計測等



[事業系統図]

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
被所有者割合

(％)
関係内容

(その他の関係会社)

㈱光通信 東京都豊島区 54,259

法人サービス

個人サービス

取次販売

24.72
その他の関係会社

役員の兼務 無

(注) １．株式会社光通信は有価証券報告書を提出しております。

２．株式会社光通信が同社の子会社４社(光通信株式会社、株式会社UH Partners２、株式会社UH Partners３、

及び株式会社エスアイエル)を通じて間接的に当社株式を取得したことにより、当社のその他の関係会社と

なりました。

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

(2025年６月30日現在)

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

403 (72) 42.3 16.9 10,880

(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当事業年度の平均雇用人員(１日7.5時間換算)であります。

３ 臨時従業員には、パートタイマー、顧問および嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

４ 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

５ 当社は、計測制御機器、理化学機器等の各種電子応用機器の販売と、それに付随するエンジニアリング業務

などを行っている単一セグメントであるため、セグメント区分別の記載を省略しております。

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、当社の労使関係は円満に推移しております。

(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当事業年度

管理職に占める
女性労働者の割合(％)

(注１)

男性労働者の
育児休業取得率(％)

(注２)

労働者の男女の賃金の差異(％)
(注３)

全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者

1.5 73.0 66.0 64.2 64.4

(注) １ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであ

ります。

２ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に

基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労

働省令第25号)第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３ 上記指標のうち、一部目標を策定している指標については、「第２ 事業の状況 ２ サステナビリティに

関する考え方及び取組 (4)指標及び目標」に記載しております。



第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社の経営方針、経営環境および対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営方針

当社は、「みんなで良くなろう」という企業理念の基に、計測・制御・理化学のエンジニアリングを基盤として、

上下水道等の公共事業体をはじめ、エネルギー、化学、食品、薬品、自動車、半導体、サービス等あらゆる産業の

発展に寄与し、広く社会に貢献していくことにより、顧客・取引先・株主・社員が良くなる事を目指しておりま

す。

事業経営にあたっては、法令、ルール、社会規範を遵守し、企業倫理に則した公正かつ適切な経営の実現により、

豊かな社会を作り出すことで企業の社会的責任(ＣＳＲ)を果たして参ります。

(2) 経営環境と目標とする経営指標

当社を取り巻く事業環境は、エネルギーの自由化、ＡＩやＩｏＴ技術の革新、通信の高速化等、大きく変化して

おり、顧客ニーズの多様化・高度化が進んでおります。これらの変化に伴う設備投資需要を取り込み、当社のエン

ジニアリング商社としての課題解決能力を最大限に発揮し、成長基盤の確立に繋げて参ります。

また当社は、株主価値増大を数値的に判断する指標として「自己資本比率50％以上」「自己資本当期純利益率(Ｒ

ＯＥ)10％以上」を目標としております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、2022年度から2025年度までの３か年を対象とする新中期経営計画「Strong & Expanding 2025(ＳＥ２０

２５)」を策定し、中長期的な企業価値・株主価値の向上を目標としており、以下の４つを基本戦略としています。

＜基本戦略＞

① 既存ビジネスの深耕と成長ビジネスの拡大

② Ｒ＆Ｄビジネスのソリューション付加を加速

③ ＤＸ、ＩоＴ、ＡＩを独自の付加価値として提供

④ 経営基盤の強化と推進

当社は計測・制御・理化学分野のエンジニアリングを基盤として、お客様に密着したきめ細かいサービスの提供

に努めるとともに、営業体制の充実、新規事業の開拓、提案型営業などを積極的に推進し、ビジネスチャンスを的

確にとらえ、事業の拡大に努めてまいります。

特に、電気・水道・ガスなどの社会インフラや環境問題に対する取り組みは、当社事業の基幹ビジネスと位置づ

け、一層の推進を図ってまいります。また、お客様のニーズ、要望を的確にとらえた製品、ソフトウェアの開発に

より、新たな市場を開拓してまいります。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社は、2022年度を初年度とする新中期経営計画において策定した基本戦略を着実に推進していくことが、当社

の対処すべき課題であると考えています。

① 既存ビジネスの深耕と成長ビジネスの拡大

ライフラインビジネス及びIA顧客へのソリューション優位性をより強く発展させ、更に理化学・IMソリューシ

ョンとの融合にてビジネス拡大を図る。

② Ｒ＆Ｄビジネスのソリューション付加を加速

理化学ビジネスにおけるデジタルマーケティングの強化を図ると共に、LAS(Laboratory Automation System)

機能でデータを有効活用し、R&DでのDXを推し進める。

③ ＤＸ、ＩоＴ、ＡＩを独自の付加価値として提供

ＤＸ、ＩоＴ、ＡＩを活用する事で顧客経営のためのソリューションビジネスにてお客様の信頼を勝ち取り、

価値を提供していく。

④ 経営基盤の強化と推進

ＥＳＧ、ＳＤＧｓへの寄与を最重視した経営を行い、世の中に必要とされる会社を目指す。



２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方および取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) サステナビリティ全般に関する取り組み

① ガバナンス

当社は、「みんなで良くなろう」という企業理念を基に、「計測」「制御」「理化学(分析)」のエンジニアリ

ングを基盤として、あらゆる産業の発展に寄与し、広く社会に貢献していくことにより、お客様、お取引先、株

主の皆さま、社員が良くなることを目指しております。

当社は、当該理念のもと、中長期的な持続可能性に関する事項について、経営方針並びに経営戦略を基軸に人

的資本に関連するリスクおよび機会を検討し、環境問題への対応および人材育成方針等に係る課題に取り組んで

おります。

また、当社においては、取締役会がサステナビリティ全般に関するリスクおよび機会の監督に対する責任と権

限を有しており、「経営マネジメント会議」、「内部統制委員会」、「リスク管理コンプライアンス委員会」等

で協議・決定された内容の報告を受け、その対応方針および実行計画等に関する経営上の重要事項を審議・決定

しております。

会議体 出席者 主な内容

経営マネジメント会議
取締役（監査等委員を除く）
全執行役員
常勤の監査等委員

重要事項の討議および取締役会付議事
項以外の重要事項の決議、重要情報の
交換等

内部統制委員会

管理部門担当取締役
営業部門担当取締役
経営企画部長
営業統括本部室業務推進部門責任者
内部監査室長

財務報告に係る内部統制の評価範囲の
決定および運用状況の確認等

リスク管理コンプライアン
ス委員会

管理部門担当取締役
総務人事部長
経営企画部長
情報システム部長
内部監査室長

リスク全般の洗い出しとその財務イン
パクト評価および対応策の審議等

尚、当社のガバナンス体制については、４ コーポレート・ガバナンスの状況等 ② 企業統治の体制の概要

及び当該体制を採用する理由に記載しております。

② 戦略

当社は、2022年度から2025年度までの３か年を対象とする新中期経営計画「Strong & Expanding 2025(ＳＥ２

０２５)」を策定し、中長期的な企業価値・株主価値の向上を目標としております。

サステナビリティに関する課題については、現在マテリアリティの特定を進めており、次期中期経営計画での

発表内容にて開示してまいります。



③ リスク管理

当社では、リスク管理規程を定めリスク管理を推進する組織として、管理部門担当取締役を責任者とする「リ

スク管理コンプライアンス委員会」を設置しており、メンバーは経理・総務・人事・情報システム・内部監査部

門の各部門長により構成されております。同委員会では、リスク全般の洗い出しとその財務インパクト評価およ

び対応策の審議を行っており、重要なものについては管理部門担当取締役を通じて取締役会に報告しており、戦

略・計画へ反映されております。

なお、リスクマネジメントに係るプロセスは、以下のとおりであります。

（STEP１ リスクの抽出）

当社は経営におけるリスクを、以下の４つに分けて分類し、リスクの抽出を行っております。

戦略リスク M&A、投資、価格戦略等

財務リスク 為替差損、貸倒、株価変動、金利変動等

ハザードリスク 地震、津波、火災、水害洪水、システム障害等

オペレーショナルリスク 法令違反、社内不正、労災事故事務処理ミス等

（STEP２ リスクの評価および特定）

上記で洗い出したリスクを分析し、当社の経営に重大な影響を及ぼす可能性があるものを特定しております。

なお、特定する基準としては、以下の評価基準を用いております。

①人命・安全・品質・財務及び信用に関する影響度

②発生の頻度

また、特定された経営リスクは、発生確率または影響の大きさに応じて、対応すべき優先順位を決定し、具体

的な状況を把握した上でリスクコントロールを行っており、対策が必要とされる項目については再検討を行って

おります。

（STEP３ リスクの見直し）

特定されたリスクについては、原則として年１回以上見直しを行っており、管理部門担当取締役は必要に応じ

て、リスク管理コンプライアンス委員会に報告することとしております。



④ 指標及び目標

現在進めているマテリアリティの特定から、計測可能な具体的な目標（KPI）を設定し、取り組み方針と計画を

作成してまいります。なお、人的資本への取り組みとしての指標と目標についての実績は以下となります。

指標 目標 実績

管理職に占める女性労働者の割合 女性・外国人における比率が低い
ことは当社としても認識しており、
多様性確保という点での課題はある
ものの、現時点では適切な管理職登
用が行われているものと考えており
ます。
具体的数値目標は現状設定してお

りませんが、今後は多様性確保に向
けた人材登用を行う方針です。

・管理職に占める女性労働者の割合

90期(当事業年度)実績：1.5％

男性労働者の育児休業取得率 当社は、育児休業制度を社内イン
トラネット経由にて全社員へ周知し
ており、安定的な育児休業取得を定
着させるための環境づくりを推進し
ております。
また、男性が育児休業を取得でき

ることを管理職より周知し、取得の
推進を図っております。
なお、具体的な取得率の目標は以

下のとおりです。

・男性社員：取得率50％以上

・男性労働者の育児休業取得率

90期(当事業年度)実績：73.0％

労働者の男女の賃金の差異 当社は、初任給・昇給率など現状
男女差は設けておりませんが、管理
職に占める女性従業員の比率が低い
水準にとどまっていることなどが要
因となっております。
具体的数値目標は現状設定してお

りませんが、「次世代育成支援対策
推進法」および「女性活躍推進法」
に基づく施策を積極的に推進するこ
とにより、改善がされると考えてお
り、女性にとって働きやすい職場作
りをしていく方針です。

・労働者の男女の賃金の差異(男性
賃金に対する女性賃金の割合)

90期(当事業年度)実績：66.0％

労働者の有給取得率 当社は、計画的な有給取得制度を
実施しており、毎月の休暇取得状況
を人事および管理職がモニタリング
しており、取得を推奨しておりま
す。
なお、具体的な取得率の目標は以

下のとおりです。

・社員１人あたりの有給休暇取得
率：50％以上

・労働者の有給取得率

90期(当事業年度)実績：70.3％



(2) 重要なサステナビリティに関する取り組み

① 気候変動に対する取り組み

現在進めているマテリアリティの特定においても、気候変動対策は企業価値や業績に影響を及ぼす重要課題と

認識しており、具体的な施策の実行に向けた取り組みを進めてまいります。

② 人的資本に対する取り組み

人材の育成および社内環境整備に関する方針

当社にとって人材は「人財」であり、最も重要な経営資源であり、社員の成長なくして企業価値を向上させる

ことは困難であると考えております。外部環境の変化が激しい状況下においても、持続的に成長しステークホル

ダーに信頼される企業になるためには、多様な価値観を持つ社員の主体性や創造性を持つことが重要であると考

え、一人ひとりの適正と目標に合わせて様々な成長機会を提供するとともに、人材育成の促進による組織の強化

を推進してまいります。

イ．多様性の推進

更なる企業価値向上のためには、女性の活躍が不可欠であると認識しておりますが、女性管理職への登用が

未だ十分ではないとの認識であり、女性がキャリア形成を目指しやすい職場づくりの推進として、育児・介護

休業や勤務時間の短縮を取得しやすい環境の整備に努めてまいります。

ロ．働き方改革

快適な職場環境や健康管理体制の整備と維持向上、また社内ＤＸの推進による業務効率化にも取り組み、従

業員のエンゲージメントレベル向上を目指します。



３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社の財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであ

ります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

１) 主要販売先との取引

当社の販売先は、年間約3,000社ですがその内上位10社の販売額が、売上全体の約30％を占めております。その上

位10社の中でも上水道、都市ガス、電力のライフライン関連の販売先が上位を占め、公益事業としての高い信頼性

が要求されております。

それらライフライン関連の販売先での著しい信頼性の低下、もしくは販売先における設備投資額の減少、更新計

画の延期等は、当社の受注活動にマイナスの影響をもたらす可能性があります。

・リスクへの対応策

サービス品質の維持により販売先への信頼性を確保するとともに、積極的なマーケティング・営業活動により事

業領域と顧客拡大を推進し、売上・利益の確保に努めてまいります。

２) 主要仕入先との取引

当社は、創業以来横河電機株式会社の代理店として事業を展開し、2007年３月より横河電機株式会社は、主要株

主として当社の関連当事者となりました。

現在、横河電機株式会社および横河電機株式会社グループからの仕入額は全仕入の約30％を占めており、国内市

場における横河電機株式会社および横河電機株式会社グループの製品競争力の低下、取扱製品ならびに販売先等を

定めた当社と横河電機株式会社、横河電機株式会社グループとの代理店契約の変更によっては、当社の業績に影響

を与える可能性があります。

・リスクへの対応策

引き続き横河電機株式会社グループとの良好な関係を維持することで安定した仕入に努めてまいります。また、

各事業部門における需要動向を的確に把握し、取引先のニーズに柔軟に対応できるよう新規仕入先を積極的に開拓

することでリスク低減を図ってまいります。

３) 業績の季節変動

当社の主要な販売先は、上水道、電力、ガス等の公益事業関連、民間でもエンド・ユーザーが官公庁の重電・プ

ラント関連の販売先が多く、工事案件の工期が３月の年度末に集中する傾向があります。このため当社の業績は、

下期(１月～６月)に売上・利益が集中する季節変動があります。

・リスクへの対応策

事業分野や取引先の拡大、自社ソフトウェアの販売促進を通じて、売上・利益の平準化に努めてまいります。

４) 入札制度

主要販売先である公共事業体からの発注につきましては、入札制度があり当社が継続的に受注出来るという保証

はありません。

・リスクへの対応策

積極的な営業活動による顧客拡大を推進し、特定の販売先に依存することなく安定した売上・利益が確保できる

よう努めてまいります。



５) 販売先の信用リスク

当社には、販売先から支払われるべき売掛金の不払いに係るリスクが存在します。売掛債権管理につきましては、

与信管理を強化徹底しておりますが、すべての取引先が当社に対する債務を履行するまで健全な財政状態にあると

いう保証はありません。

・リスクへの対応策

定期的な信用調査を実施するとともに、営業活動を通して販売先を取り巻く市場環境や業績・経営戦略の転換等

を敏感に捉えることで、総合的に与信管理を行いリスク低減に努めております。

６) 情報システムのリスク

当社の販売管理・経理管理は、全て管理用コンピュータシステムにより処理しております。したがいまして、通

信回線、コンピュータ本体等がダウンした場合は、業務処理に大きな不都合が発生するリスクがあります。

・リスクへの対応

当社では、社内システムの定期的な保守、バックアップシステムの構築、外部からの不正アクセス防止対策等に

より、社内システムへの障害発生・情報漏洩などのリスクを低減し、事業継続性の向上を図っています。

７) 投資有価証券に係るリスク

当社は、投資有価証券の主要銘柄として横河電機株式会社の株式を保有しており、将来当該株式の大幅な株価下

落が続く場合には、当社業績に影響が発生するリスクがあります。

・リスクへの対応

横河電機株式会社グループは当社の主要な仕入先であり、計測制御機器関連の取引関係の維持・強化のためにも

投資有価証券の保有は継続する意向です。そのため、当該株式の株価下落による業績への影響は避けがたいもので

はありますが、積極的なマーケティング・営業活動により事業領域と顧客拡大を推進することで売上を伸張させ、

利益の確保に努めてまいります。

８) 人財の確保と育成に係るリスク

当社の成長と発展には、最先端技術や日々厳格化する品質基準に対応できる技術者の確保と育成が不可欠であり

ます。その確保・育成ができなかった場合には、顧客ニーズへの適切な対応ができず、当社の信頼性や業績に影響

を与える可能性があります。

・リスクへの対応

当社では、新卒採用・中途採用を積極的に行うことにより、優秀な人財の確保に努めるとともに、OJTや階層別研

修等の研修制度を充実させることで、社員の技術力の向上に努めています。

９) 大規模災害や感染症の蔓延に係るリスク

事業を展開する地域において大規模な自然災害や感染症の蔓延が起きた場合、事業活動の制限・工事の中止や大

幅な延期等が発生する可能性があります。また、災害等により社会経済や販売先を取りまく事業環境が大きく変化

した場合、販売先の設備投資意欲が大幅に減退することが見込まれ、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。

・リスクへの対応

当社は、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、大規模災害等に係るリスクが顕在化した際に

は、当該機関が中心となり被害状況や事業への影響を速やかに把握し、従業員の安全確保と損害の最小化に努めて

います。また、当社は上水道、都市ガス、電力等、ライフライン関連に広く従事していることから、有事の際には

取引先などと連携し、迅速な復旧への対応を含めた現場ごとの対策を講じています。



４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

① 財政状態及び経営成績の状況

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行され、社会・経済活動の正

常化が大きく進み、雇用・所得環境が改善する下で、日経平均株価が最高値を更新する等、景気は緩やかに回復

しました。一方、ウクライナ情勢や中東情勢等に伴う地政学的リスクの長期化、中国経済の先行き懸念、世界的

なインフレの進行に対する各国の金融引き締め等、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しする可能性もあり、

依然として先行きは不透明な状況にあります。

このような経営環境におきまして当社は、2023-2025年度の中期経営計画「SE2025」に基づき、４つの基本戦略

「既存ビジネスへの深耕と成長ビジネスの拡大」「R&Dビジネスのソリューション付加を加速」「DX、IoT、AIを

独自の付加価値として提供」「経営基盤の強化と推進」を推進してまいりました。

その結果、当事業年度における業績は、以下の通りとなりました。

売上高 387億19百万円 (前期比 6.3％ 23億１百万円増)

営業利益 37億57百万円 (前期比 8.4％ ２億92百万円増)

経常利益 39億18百万円 (前期比 9.2％ ３億29百万円増)

当期純利益 26億81百万円 (前期比 6.1％ １億53百万円増)

また、セグメントにつきましては、当社では計測制御機器、理化学機器等の各種電子応用機器の販売と、それ

に付随するエンジニアリング業務などを行っているものであり、単一であります。

制御・情報機器システム(ＰＡ、ＦＡ)部門

当部門につきましては、ライフライン関連の設備更新案件が順調に推移したことに加え、半導体関連企業の設

備投資需要が回復基調となり、売上高は210億６百万円(前期比18億60百万円増)となりました。

計測器(測定器、計測システム)部門

当部門につきましては、半導体業界の在庫調整が正常化したことに加え、通信・自動車関連の投資需要が拡大

し、売上高は45億４百万円(前期比５億60百万円増)となりました。

理化学機器(ラボ分析計)部門

当部門につきましては、半導体、化学、石油関連の研究開発投資需要が継続したこと等により、売上高は93億

47百万円(前期比２億80百万円減)となりました。

産業機器・その他部門

当部門につきましては、自動車関連企業において次世代モビリティ開発に向けた投資需要が継続し、売上高は

38億61百万円(前期比１億61百万円増)となりました。

当事業年度末の総資産は、有価証券が減少した一方、投資有価証券や長期預金等が増加したことにより、前事

業年度末に比べ22億93百万円増加し、338億81百万円(前期比7.3％増)となりました。また、負債合計は、繰延税

金負債等が増加したことにより、前事業年度に比べ88百万円増加し、134億１百万円(前期比0.7％増)となりまし

た。純資産は、利益剰余金の増加などにより、前事業年度末に比べ22億５百万円増加し、204億80百万円(前期比

12.1％増)となりました。この結果、自己資本比率は60.4％となりました。



② キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前事業年度末残高から６億63百万円減少し、96億

６百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりとなっております。

イ．営業活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度における営業活動による資金収支は、28億２百万円の収入(前年同期比12億13百万円の収入増)と

なりました。これは主に、税引前当期純利益39億18百万円に加えて、契約負債の増加などがあった一方、仕入

債務の減少などによるものであります。

ロ．投資活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度における投資活動による資金収支は、24億45百万円の支出(前年同期比17億82百万円の支出増)と

なりました。これは主に、投資有価証券の取得、長期預金の預入などによるものであります。

ハ．財務活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度における財務活動による資金収支は、10億21百万円の支出(前年同期比４億75百万円の支出増)と

なりました。これは主に、配当金の支払などによるものであります。

③ 生産、受注及び販売の実績

当社は、制御・情報機器システム、計測器、理化学機器等の販売と、それに付随するエンジニアリング業務な

どを行っているものであり、セグメントは単一であります。

したがいまして、仕入、受注および販売の実績につきましては、商品の品目別に関連付けて示しております。

ａ．仕入実績

当事業年度における仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別 金額(千円) 対前年増減率(％)

制御・情報機器システム 12,176,837 6.0

計測器 3,668,438 11.8

理化学機器 7,573,776 △2.7

産業機器・その他 2,986,640 3.4

計 26,405,692 3.8

(注) 機器等の販売に付随するエンジニアリング業務の仕入高については、上記には含まれておりません。

ｂ．受注実績

当事業年度における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別 受注高(千円) 対前年増減率(％) 受注残高(千円) 対前年増減率(％)

制御・情報機器システム 22,825,266 7.9 16,803,613 11.4

計測器 5,307,869 35.6 1,666,852 93.1

理化学機器 9,451,138 △5.4 3,861,396 2.7

産業機器・その他 6,246,545 106.3 5,939,655 67.1

計 43,830,819 15.1 28,271,517 21.5



ｃ．販売実績

当事業年度における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別 金額(千円) 対前年増減率(％)

制御・情報機器システム 21,006,106 9.7

計測器 4,504,087 14.2

理化学機器 9,347,837 △2.9

産業機器・その他 3,861,239 4.4

計 38,719,270 6.3

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。

なお、本項の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

① 当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

(売上高及び売上総利益)

当事業年度は、ライフライン（水道・ガス・電力）関連が堅調に推移したことに加え、自動車・半導体・通信

関連の投資需要増加等により、売上高は387億19百万円(前期比23億１百万円増)となりました。売上総利益は増収

に伴い、87億86百万円(前期比４億23百万円増)となりました。

(販売費及び一般管理費)

当事業年度の販売費及び一般管理費は、50億28百万円(前期比１億31百万円増)となり、売上高に対する比率は

13.0％(前期比0.4％減)となりました。

(営業利益、経常利益及び当期純利益)

上述の結果、当事業年度の営業利益は37億57百万円(前期比２億92百万円増)、経常利益は39億18百万円(前期比

３億29百万円増)、当期純利益は26億81百万円(前期比１億53百万円増)となりました。

(財政状態の分析)

当事業年度末の財政状態の分析については、「第２ 事業の状況 ４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりで

あります。

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社の運転資金需要のうち主なものは、人件費を主とする販売費及び一般管理費の営業費用によるものであり

ます。投資を目的とした資金需要は、主に設備投資によるものであります。当社は、その資金を自己資本及び事

業活動において獲得した資金により賄っております。

当社の当事業年度末の資金残高は、96億６百万円(前期比６億63百万円減)であり、上記運転資金・設備投資資

金を十分な水準で確保しており、資金の流動性の確保に特段の問題はないと考えております。



③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この

財務諸表の作成に当たりまして、将来発生する事象に対しての見積もり及び仮定設定を行う必要があり、経営者

は、過去の実績や状況及び現在入手可能な情報を総合的に勘案し、その時点で最も合理的と判断した見積もりや

仮定を継続的に採用しております。しかしながら、これらの見積もりには不確実性があるため、実際の結果はこ

れらの見積りと異なる場合があります。

当社が採用している会計方針のうち、重要となる事項につきましては、「第５ 経理の状況」の「重要な会計方

針」に記載しておりますが、特に次の重要な会計方針が財務諸表作成における見積もりの判断に影響を及ぼすと

考えております。

(繰延税金資産)

当社は、繰延税金資産について定期的に回収可能性を検討し、回収可能性の判断においては、将来課税所得見

込額と実行可能なタックス・プランニングを考慮し、将来の税金負担を軽減する効果を有すると判断した回収可

能額を繰延税金資産として計上しています。将来課税所得の見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、

翌事業年度以降の財務諸表において認識する繰延税金資産および法人税等調整額の金額に影響を与える可能性が

あります。

(工事契約に係る収益)

工事契約に係る収益には、主に制御・情報機器システム等に係る計装工事の請負が含まれ、履行義務を充足す

るにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の

期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合(インプット法)に基づいて行ってお

ります。想定していなかった原価の発生等により工事原価総額に変更があった場合には、工事進捗率が変動する

ため、売上高や売上原価に影響を与える可能性があります。

④ 経営方針、経営成績、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社は、株主価値増大を数値的に判断する指標として、「自己資本比率50％以上」「自己資本当期純利益率

(ROE)10％以上」を目標としております。当事業年度における自己資本比率は60.4％、自己資本当期純利益率

(ROE)は13.8％と目標を上回りました。



５ 【重要な契約等】

主な販売等の提携

相手先 契約内容 備考 契約期間

横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社

代理店契約
計測器、工業計器、
サービス

自 2025年６月１日
至 2026年３月31日

横河計測株式会社 代理店契約 計測機器
自 2023年10月１日
至 2025年９月30日

横河レンタ・リース株式会社 代理店契約 測定器等レンタル
自 2024年10月１日
至 2025年９月30日

アジレント・テクノロジー株式会社 代理店契約 分析機器
自 2024年５月１日
至 2026年12月31日

(注) 契約期間を経過した契約は、契約期間を自動更新中であります。

６ 【研究開発活動】

当社は市場販売目的ソフトウェアの制作を行っており、製品マスター完成を目的とした研究開発活動を行っており

ます。

なお、当事業年度における研究開発費は121,831千円であります。



第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度における設備投資の総額は、99百万円でした。その主なものは、デモ機等の備品の増加34百万円、自社

利用ソフトウエアの増加21百万円などで、その資金は全て自己資金で賄いました。

２ 【主要な設備の状況】
(2025年６月30日現在)

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
機械及び
装置

土地
(面積千㎡)

リース資産 その他 合計

本社
(東京都渋谷区)

全社共通設備 13,877 ０ ― 17,070 16,728 47,676 230

関西支社
(神戸市中央区)

営業、
サービス設備

3,257 ０ ― ― 6,753 10,010 54

九州支社
(大分市高城本町)

営業、
サービス設備

118,652 ０
6,172
(0.611)

― 18,617 143,441 50

横浜営業所
(横浜市保土ヶ谷区)

営業、
サービス設備

10,763 ― ― ― 45,363 56,126 39

(注) １ 九州支社を除く本社及び上記事業所の建物は賃借しており、年間賃借料は252,129千円であります。

２ 帳簿価額のうち、「その他」は工具、器具及び備品であります。

３ 当社は、制御・情報システム、計測器、理化学機器等の販売と、それに付随するエンジニアリング業務など

を行っているものであり、セグメントは単一であります。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,000,000

計 10,000,000

② 【発行済株式】

種類

事業年度末
現在発行数

(株)(2025年６月30
日)

提出日
現在発行数(株)
(2025年９月24日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,432,475 3,432,475
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株でありま
す。

計 3,432,475 3,432,475 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2002年７月１日
(注)

― 3,432,475 ― 569,375 6,496 814,474

(注) 資本準備金の増加額は、ワイエヌシステム株式会社との合併によるものであります。

なお当社は、ワイエヌシステム株式会社の株式を100％所有しており、合併による新株式の発行および資本金増

加は行いませんでした。



(5) 【所有者別状況】

2025年６月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) － 4 8 31 10 1 604 658 ―

所有株式数
(単元)

－ 915 43 18,853 72 1 14,425 34,309 1,575

所有株式数
の割合(％)

－ 2.67 0.13 54.95 0.21 0.00 42.04 100.00 ―

(注) 自己株式44,555株は、「個人その他」に445単元、「単元未満株式の状況」に55株含まれております。

(6) 【大株主の状況】

2025年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

横河電機株式会社 東京都武蔵野市中町２丁目９番32号 442 13.06

株式会社UH Partners２ 東京都豊島区南池袋２丁目９番９号 255 7.53

光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１丁目４番10号 251 7.44

株式会社UH Partners３ 東京都豊島区南池袋２丁目９番９号 248 7.34

西川 徹 東京都杉並区 241 7.12

西川計測社員持株会 東京都渋谷区代々木３丁目22番７号 166 4.92

太平電業株式会社 千代田区神田神保町２丁目４番地 112 3.31

西川 隆司 東京都世田谷区 106 3.14

ジーエルサイエンス株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目22番１号 104 3.09

株式会社エスアイエル 東京都豊島区南池袋２丁目９番９号 81 2.41

計 ― 2,010 59.36



(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 ― ―

44,500

完全議決権株式(その他)
普通株式

33,864 ―
3,386,400

単元未満株式
普通株式

― ―
1,575

発行済株式総数 3,432,475 ― ―

総株主の議決権 ― 33,864 ―

(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式55株が含まれております。

② 【自己株式等】

2025年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
西川計測株式会社

東京都渋谷区代々木３－
22－７

44,500 ― 44,500 1.30

計 ― 44,500 ― 44,500 1.30



２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第192条第１項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得

株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 57 439

当期間における取得自己株式 － －

(注) 「当期間における取得自己株式」の欄には、2025年９月１日以降提出日までの単元未満株式の買取請求により

取得した株式に係るものは含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

― ― ― ―

その他(譲渡制限付株式報酬として
の自己株式の処分)

5,447 40,471 ― ―

保有自己株式数 44,555 ― 44,555 ―

(注) １ 当期間における保有自己株式には、2025年９月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

２ 当事業年度におけるその他（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）は、2024年11月22日に実施した

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。



３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要施策の一つと位置付けており、当社の企業価値の向上を図りつ

つ、経済情勢、業界動向、今後の事業展開を総合的に判断し、年間の配当性向40％を目途に配当水準の確保に努めて

おります。また、一時的な要因で業績が悪化した場合においても、株主資本配当率を踏まえた安定的な配当の維持を

基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当１回を基本的な方針としております。期末配当の決定機関は、株主総会でありま

す。

当事業年度の配当は、上記の方針に基づき、１株当たり320円の配当を2025年９月25日開催予定の定時株主総会で決

議して実施する予定であります。この結果、当事業年度の配当性向は40.4％となります。

内部留保資金の使途につきましては、新商品や新たなビジネスモデルの構築、人材開発および情報インフラの整備

など、更なる成長につながる戦略への投資等に活用し、将来における事業体質の強化に対処したいと考えておりま

す。

また、当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定

款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円)

2025年９月25日
定時株主総会決議(予定)

1,084 320



４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は「みんなで良くなろう」という企業理念を基に、計測・制御・理化学(分析)のエンジニアリングを基盤

として、あらゆる産業の発展に寄与し、広く社会に貢献していくことにより、お客様、お取引先、株主の皆様、

社員が良くなることを目指しております。このような考え方のもと、業務の妥当性・効率性の確保や内部統制・

コンプライアンスの強化等により、経営環境の変化に迅速かつ機動的に対応することのできる体制を構築し、当

社の持続的な成長と企業価値向上を実現することで、ステークホルダーへの社会的責任を果たすことがコーポレ

ート・ガバナンスの基本であり、経営の重要課題の一つであると認識しています。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、2015年９月29日開催の第80回定時株主総会における定款の承認を受けて、「監査等委員会設置会社」

へ移行しており、取締役会、監査等委員会、および会計監査人を設置しております。

当社は取締役会を、業務執行の重要事項決定機関および取締役職務執行の監督機関と位置づけており、取締役

会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名と監査等委員である取締役３名(社外取締役２名を含む。)

で構成されております。

なお、当社は、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である

取締役を除く。)４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認

可決されますと、取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名と監査等委員である取締役３名(社

外取締役２名を含む。)で構成される予定であります。

取締役会の構成員につきましては、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置くことにより、取締役会の監督機能を一層強化し、コー

ポレート・ガバナンスの充実を図っております。現在の監査等委員会の構成員は、取締役常勤監査等委員の石川

博史、独立社外取締役監査等委員の野田謙二、熊澤賢一の３名であります。なお、野田謙二及び熊澤賢一両氏は、

会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。

なお、当社は、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役

３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会の構成員は、取締役常勤監査等

委員の須田真、独立社外取締役監査等委員の野田謙二、熊澤賢一の３名であります。なお、野田謙二及び熊澤賢

一両氏は、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。

また、当社は執行役員制度を採用しており、執行役員を部門業務執行の最高責任者と位置づけ、権限委譲を定

着させております。なお、執行役員は取締役との兼務はなく、取締役(会)の少数精鋭化、独立化を支えておりま

す。

取締役会を補完し機動的に業務執行を行うため、業務執行取締役・執行役員全員による「経営マネジメント会

議」を開催し、事業環境の変化に即応する体制をとっております。

日常の業務が、適正かつ効率的に実施されることを確保するために、内部統制委員会を中心に内部統制システ

ムを構築するとともに、内部統制システムの運用状況をチェック・審査しております。



③ 企業統治に関するその他の事項

ⅰ）内部統制システムの整備の状況

当社は、経営の基本方針に則った「行動規範」を策定し、代表取締役社長がその精神を役職者はじめ全従業員

に継続的に伝達することにより、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底し、管理部門担

当取締役を責任者とする「リスク管理コンプライアンス委員会」がコンプライアンス体制の構築、維持、整備に

あたっております。また、取締役会は定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めてお

ります。

ⅱ）リスク管理体制の整備状況

当社のリスク管理体制は、推進する組織として管理部門担当取締役を責任者とする「リスク管理コンプライア

ンス委員会」を設置しております。また、業務プロセスに関する統制は、主として業務管理部門・経理部門が担

い、情報システムに関する統制は、情報システム部門が、部門の情報管理の徹底を図っております。

内部監査室は、監査等委員会と連携をとりながら各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社

長に報告しております。また、取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めており

ます。



ⅲ）責任限定契約の概要

当社は社外取締役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としていま

す。

ⅳ）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、当社の取締役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社

法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しておりま

す。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責

任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により保険会社が填補するものであ

り、１年毎に契約更新しております。

なお、当該保険では、当社が当該役員に対して損害賠償を追求する場合は保険契約の免責事項としており、ま

た、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれるようにするた

めの措置を講じております。

次回更新時には同内容での更新を予定しております。

ⅴ）取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ 自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式

を取得することができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行す

ることを目的とするものであります。

ロ 中間配当の決定機関

当社は、取締役会の決議により、会社法第454条第５項の規定による中間配当をすることができる旨定款に定

めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

④ 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役は除く。)は８名以内とする旨定款に定めております。

⑤ 監査等委員である取締役の定数

当社の監査等委員である取締役は４名以内とする旨定款に定めております。

⑥ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また取締役の選任決議について、累積

投票によらない旨定款に定めております。

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが出来る株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目

的とするものであります。



⑧ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであ

ります。

役職 氏名 開催回数 出席回数

取締役社長 田 中 勝 彦 14回 14回

専務取締役 赤 塚 雅 賢 14回 14回

取締役 福 山 貴 弘 14回 14回

取締役 後 藤 靖 文 14回 14回

取締役 須 田 真 14回 14回

取締役(常勤監査等委員) 石 川 博 史 14回 14回

取締役(監査等委員) 野 田 謙 二 14回 13回

取締役(監査等委員) 熊 澤 賢 一 14回 14回

取締役会では、決算や開示事項等重要な業務執行に関する取締役会決議事項の他、中期経営計画の進捗状況並

びに内部統制システムの運用状況の報告と審議、経営リスク対応への進捗管理と棚卸への対応、取締役会の実効

性評価等を審議しました。



(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

ａ．2025年９月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役社長
(代表取締役)

田 中 勝 彦 1955年３月14日生

1977年４月 当社入社

2000年９月 執行役員エンジニアリング本部
副本部長

2004年９月 取締役エンジニアリング統括本
部長

2010年９月 常務取締役エンジニアリング統
括本部長兼エネルギー営業本部
長

2011年９月 専務取締役エンジニアリング統
括本部長

2013年７月 代表取締役社長(現任)

(注)４ 31,397

専務取締役
技術ソリューション統括本

部長(代表取締役)
赤 塚 雅 賢 1973年３月14日生

1995年４月 ワイエヌシステム株式会社(現
当社)入社

2013年７月 東京ソフトウェアセンター副セ
ンター長

2015年７月 執行役員ＶＡソリューション本
部長

2020年９月 取締役ＶＡソリューション本部
長

2021年７月 取締役技術ソリューション統括
本部長兼ＶＡソリューション本
部長兼サービス本部長

2023年７月 常務取締役技術ソリューション
統括本部長兼ＶＡソリューショ
ン本部長兼サービス本部長

2024年９月 代表取締役専務技術ソリューシ
ョン統括本部長兼ＶＡソリュー
ション本部長兼サービス本部長

2025年７月 代表取締役専務技術ソリューシ
ョン統括本部長（現任）

(注)４ 6,315

取締役
須 田 真 1963年５月４日生

1987年４月 当社入社

2012年７月 執行役員公共営業本部長

2018年７月 常務執行役員公共営業本部長兼
営業統括本部室長

2018年９月 取締役公共営業本部長兼営業統
括本部室長

2019年７月 取締役公共営業本部長兼営業統
括本部室長兼サービス本部長

2020年７月 取締役公共営業本部長兼サービ
ス本部長

2021年７月 取締役公共営業本部長

2023年７月 常務取締役営業統括本部長兼公
共営業本部長

2024年７月 常務取締役営業統括本部長

2025年７月 取締役（現任）

(注)４ 10,549

取締役
営業統括本部長兼首都圏営
業本部長兼営業統括本部室

長

福 山 貴 弘 1972年８月19日生

1995年４月 当社入社

2017年７月 執行役員九州支社長

2021年７月 執行役員首都圏営業本部長

2022年７月 執行役員首都圏営業本部長兼営
業統括本部室長

2022年９月 取締役首都圏営業本部長兼営業
統括本部室長

2023年７月 取締役営業統括本部副本部長兼
首都圏営業本部長兼営業統括本
部室長

2025年７月 取締役営業統括本部長兼首都圏
営業本部長兼営業統括本部室長
（現任）

(注)４ 5,645

取締役
コーポレート本部長

後 藤 靖 文 1977年３月18日生

2008年４月 株式会社アイロムホールディン
グス(現 株式会社アイロムグル
ープ)入社

2015年７月 当社入社

2016年７月 経営企画部長

2021年９月 取締役コーポレート本部長
(現任)

(注)４ 4,497



役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)
石 川 博 史 1954年６月26日生

1977年４月 当社入社

2001年７月 人事企画部長

2014年９月 監査役

2015年９月 取締役(監査等委員)(現任)

(注)５ 5,500

取締役

(監査等委員)
野 田 謙 二 1956年７月13日生

1990年４月 弁護士登録

1995年４月 野田純生法律事務所（現野田総

合法律事務所)パートナー弁護士

（現任)

2006年９月 当社監査役

2015年９月 取締役(監査等委員)(現任)

(注)５ 0

取締役

(監査等委員)
熊 澤 賢 一 1970年８月29日生

1998年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有

限責任監査法人)入所

2002年11月 公認会計士登録

2008年６月 株式会社ＭＡＡＣパートナーズ

代表取締役（現任）

2009年７月 税理士登録

2019年９月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)５ 0

計 63,903

(注) １．野田 謙二氏、熊澤 賢一氏は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長 石川 博史氏、委員 野田 謙二氏、委員 熊澤 賢一氏

なお、監査等委員 石川 博史氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円

滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を

置くこととしております。

３．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行

機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、10名で

構成されております。

４．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間



ｂ．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除

く。)４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決され

ますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株

主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)
田 中 勝 彦 1955年３月14日生

1977年４月 当社入社

2000年９月 執行役員エンジニアリング本部

副本部長

2004年９月 取締役エンジニアリング統括本

部長

2010年９月 常務取締役エンジニアリング統

括本部長兼エネルギー営業本部

長

2011年９月 専務取締役エンジニアリング統

括本部長

2013年７月 代表取締役社長(現任)

(注)４ 31,397

専務取締役

技術ソリューション統括本

部長(代表取締役)

赤 塚 雅 賢 1973年３月14日生

1995年４月 ワイエヌシステム株式会社(現

当社)入社

2013年７月 東京ソフトウェアセンター副セ

ンター長

2015年７月 執行役員ＶＡソリューション本

部長

2020年９月 取締役ＶＡソリューション本部

長

2021年７月 取締役技術ソリューション統括

本部長兼ＶＡソリューション本

部長兼サービス本部長

2023年７月 常務取締役技術ソリューション

統括本部長兼ＶＡソリューショ

ン本部長兼サービス本部長

2024年９月 代表取締役専務技術ソリューシ

ョン統括本部長兼ＶＡソリュー

ション本部長兼サービス本部長

2025年９月 代表取締役専務技術ソリューシ

ョン統括本部長(現任)

(注)４ 6,315

常務取締役

営業統括本部副本部長兼首

都圏営業本部長兼営業統括

本部室長

福 山 貴 弘 1972年８月19日生

1995年４月 当社入社

2017年７月 執行役員九州支社長

2021年７月 執行役員首都圏営業本部長

2022年７月 執行役員首都圏営業本部長兼営

業統括本部室長

2022年９月 取締役首都圏営業本部長兼営業

統括本部室長

2023年７月 取締役営業統括本部副本部長兼

首都圏営業本部長兼営業統括本

部室長

2025年９月 常務取締役営業統括本部副本部

長兼首都圏営業本部長兼営業統

括本部室長(現任)

(注)４ 5,645

取締役

コーポレート本部長
後 藤 靖 文 1977年３月18日生

2008年４月 株式会社アイロムホールディン

グス(現 株式会社アイロムグル

ープ)入社

2015年７月 当社入社

2016年７月 経営企画部長

2021年９月 取締役コーポレート本部長

(現任)

(注)４ 4,497



役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)
須 田 真 1963年５月４日生

1987年４月 当社入社

2012年７月 執行役員公共営業本部長

2018年７月 常務執行役員公共営業本部長兼

営業統括本部室長

2018年９月 取締役公共営業本部長兼営業統

括本部室長

2019年７月 取締役公共営業本部長兼営業統

括本部室長兼サービス本部長

2020年７月 取締役公共営業本部長兼サービ

ス本部長

2021年７月 取締役公共営業本部長

2023年７月 常務取締役営業統括本部長兼公

共営業本部長

2024年７月 常務取締役営業統括本部長

2025年７月 取締役

2025年９月 取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)５ 10,549

取締役

(監査等委員)
野 田 謙 二 1956年７月13日生

1990年４月 弁護士登録

1995年４月 野田純生法律事務所（現野田総

合法律事務所)パートナー弁護士

（現任)

2006年９月 当社監査役

2015年９月 取締役(監査等委員)(現任)

(注)５ 0

取締役

(監査等委員)
熊 澤 賢 一 1970年８月29日生

1998年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有

限責任監査法人)入所

2002年11月 公認会計士登録

2008年６月 株式会社ＭＡＡＣパートナーズ

代表取締役（現任）

2009年７月 税理士登録

2019年９月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)５ 0

計 58,403

(注) １．野田 謙二氏、熊澤 賢一氏は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長 須田 真氏、委員 野田 謙二氏、委員 熊澤 賢一氏

なお、監査等委員 須田 真氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑

かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置

くこととしております。

３．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行

機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、10名で

構成されております。

４．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間



② 社外役員の状況

当社は、３名の監査等委員である取締役を選任し、そのうち２名を社外取締役とすることで、経営の意思決定

機能と担当役員による業務執行を管理監督する権限を持つ取締役会の経営への監視機能を一層強化しておりま

す。コーポレート・ガバナンスにおいては、迅速な意思決定および業務執行と、客観的および中立的な経営監視

の機能が重要と考えており、社外取締役が過半数を占める監査等委員会による監査・監督が実施されることによ

り、外部からの経営監視機能が十分に担保される体制としております。

なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準および方針は定めておりま

せんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。

当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日(2025年９月24日)現在、監査等委員である野田謙二および熊澤賢

一の２名であります。

なお、当社は2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役３

名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後も上記の社外取締役の構成に変更はございません。

両氏と当社との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係において当社の一般株主との利

益相反が生じるおそれがないと判断しており、客観的および中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、

当社の企業統治体制の確立に資するものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並び

に内部統制部門との関係

当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役３名により構成されており、そのうち２名を社外取締役とし

ております。

なお当社は、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役３

名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後も上記の員数に変更はございません。

監査等委員会は、内部監査部門から内部監査の年度計画、実施状況および結果、改善状況について報告を受け

るとともに、相互に情報および意見の交換を行うことにより、監査等委員会と内部監査部門との連携した監査の

実施に努めております。また、監査等委員会および内部監査部門は会計監査人と定期的に情報交換、意見交換す

るなど連携を図っています。



(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況および監査等委員会の活動状況

監査等委員は、経営マネジメント会議、経営予算会議をはじめとする重要会議への出席、取締役等からの業務

執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧、本社および主要な事業所における業務、財務の状況調査のほか、会計

監査人からの報告および打合せを通し、取締役の職務執行が法令・定款に則っているか否かを監査しておりま

す。なお、監査等委員会は社外取締役２名および社外取締役以外の取締役１名の合計３名で構成されています。

また、社外取締役のうち１名は公認会計士の資格を取得しており、会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。

なお当社は、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役３

名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き３名(うち、社外取締役

２名)で構成されることになります。

当事業年度において当社は監査等委員会を年14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の

とおりであります。

氏名 開催回数 出席回数

石川 博史 14回 14回

野田 謙二 14回 13回

熊澤 賢一 14回 14回

監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針および監査計画の策定、監査報告の作成、取締役の職務

執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の妥当性、常勤監査等

委員による月次活動報告に基づく情報共有等であります。

また、常勤監査等委員の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決

議書類等の閲覧、営業および管理の部門長への往査を通じ、業務執行全般に対する監査を行っています。

② 内部監査の状況

内部監査部門は、社長直轄の独立部門として、承認を得た監査計画(半期ごとの年度計画)に基づき、全社、全

部門を対象に監査を実施しております。内部監査は、業務監査と会計監査に大別され、業務監査は業務プロセス

の正当性を、会計監査は会計処理、資産保全の状況をそれぞれ調査し、監査結果から得られた是正、改善事項を

通じ、業務の効率化、財務情報の信頼性向上に寄与しております。なお、内部監査部門の要員は現在２名であり、

会計監査人・監査等委員・経理部門と連携し監査の質的向上を図っております。

また、内部監査部門は、個別部署の監査結果については、常勤監査等委員および取締役社長を正規の報告先と

し、各年度毎の監査結果については、監査等委員会および取締役会を正規の報告先として報告をしております。

③ 会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

ｂ．継続監査期間

32年間

上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超え

ている可能性があります。

ｃ．業務を執行した公認会計士

板谷秀穂

大久保照代



ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名、会計士試験合格者２名、その他７名であります。

ｅ．監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選定にあたっては、会計監査人に求められる独立性・専門性を有していること、また監査体制

や監査実績等を総合的に判断しております。なお、当社とEY新日本有限責任監査法人または同監査法人の業務

執行社員との間には、特別の利害関係はありません。

当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、監査等委員会の決

定により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査

等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、

解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

ｆ．監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人に対しての評価を毎期行っております。監査等委員会は取締役、社内関係

部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、上述の選定方針に基づき評価しています。

④ 監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士に対する報酬

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

32,000 ― 32,000 ―

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a．を除く)

該当事項はありません。

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日数、作業内容等を監査人と協議の上で決定しています。

ｅ．監査等委員会が監査報酬等に同意した理由

当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実績及び監査報酬見積もりの算出根拠等が適切

であるかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項及び同条第２項

の同意を行っています。



(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針及び決定方法を定めており、そ

の内容は、取締役の報酬等について、総額の上限を株主総会で定め、個人別の具体的な支給額については、内規

に基づき、会社業績・各人の執務の状況等を考慮のうえ、取締役(監査等委員を除く)の報酬は取締役会で決定し、

取締役(監査等委員)の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。

なお、当社は2021年９月29日開催の第86回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役(監査

等委員を除く)について譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。これにより、これまで基本

報酬(固定報酬)と業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)から構成されていた取締役(監査等委員を除く)の報酬

制度を、基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)、株式報酬(中長期インセンティブ報酬)

の３種類により構成される制度へ改定いたしました。

また、当社は、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定については、監査等

委員会での事前の審議を踏まえ2023年９月28日開催の取締役会で決議しております。

取締役の報酬等の制度の概要及び個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。

ａ．基本報酬(固定報酬)

取締役(監査等委員を除く)および取締役(監査等委員)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役職に応じて決

定します。

ｂ．業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)

取締役(監査等委員を除く)に対し、各事業年度の経常利益等の業績目標達成度および個人毎の役割の達成度

に応じて、役位別の基準額の範囲で決定した額を毎年９月の最終営業日に支給します。

ｃ．株式報酬(中長期インセンティブ報酬)

取締役(監査等委員を除く)に対し、役務提供期間(定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日まで)に対

応して、役位に応じた一定の数の譲渡制限付株式を交付するものとし、付与時期は取締役会で決定します。ま

た当社と各取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、取締役退任時まで当該株式の譲渡制限を付すこ

と、一定の事由が生じた場合は当社に無償で当該株式を譲り渡すこと等を約するものとします。

当社株式を保有させることで当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与え

るとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。

ｄ．報酬等の割合

取締役(監査等委員を除く)の基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)、株式報酬(中長

期インセンティブ報酬)の比率割合については、特段定めないものとします。

ｅ．報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役(監査等委員を除く)の報酬等について、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社

長が個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の報酬等について、内規

に基づき会社業績、各人の執務の状況等を考慮し、監査等委員会の意見を聴いたうえで決定するものです。

これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長田中勝彦が会社全般の業務執行を指揮監督しており、会社

業績や各人の執務の状況等を的確に評価することができると判断したためです。報酬等に関する一定の監督権

限を持つ監査等委員会の意見を踏まえることで、透明性・客観性が担保されており、取締役会としては取締役

の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。



② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2023年９月28日開催の第88回定時株主総会において、年額500百

万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点

の取締役(監査等委員を除く)の員数は５名(うち、社外取締役は０名)です。

また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年９月29日開催の第86回定時株主総会において、株式報酬の額を年50百

万円以内、株式数の上限を年１万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等

委員を除く)の員数は５名(うち、社外取締役は０名)です。

取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2015年９月29日開催の第80回定時株主総会において年額40百万円以内

と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は３名(うち、社外取締役は

３名)です。

③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)
対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 業績連動報酬 株式報酬

取締役
(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)

430,527 143,100 257,582 29,845 5

取締役
(監査等委員)
(社外取締役を除く)

15,840 15,840 － － 1

社外取締役 10,200 10,200 － － 2

(注) １．取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりま

せん。

２．短期インセンティブ報酬として、取締役(監査等委員を除く)に対して業績連動報酬を支給しており

ます。

業績連動の額の算定の基礎として選定した主たる業績指標の内容は、当事業年度の経常利益であり

ます。当該業績指標を選定した理由は、当社の重要な業績指標の一つであることおよび事業活動の

成果をより直接的に反映する指標の一つであることおよび事業活動の成果をより直接的に反映する

指標として高いインセンティブ効果をもたらすものと考えられ、短期インセンティブ報酬の指標と

して最適と判断したためです。

業績連動報酬の額の算定方法は、各事業年度の経常利益等の業績目標達成度および個人毎の役割の

達成度に応じて、支給額を決定します。

なお、当事業年度を含む当社の経常利益の実績推移は、次のとおりです。

第87期
(2022年６月期)

第88期
(2023年６月期)

第89期
(2024年６月期)

第90期
(2025年６月期)

経常利益
(百万円)

2,109 2,357 3,588 3,918

３．中長期インセンティブ報酬として、取締役(監査等委員を除く)に対して株式報酬を支給しておりま

す。具体的には役位別の基準額に応じて譲渡制限付株式を交付しております。なお、株式報酬の総

額は、当事業年度に費用計上した金額であります。

④ 役員ごとの報酬等の総額等

氏名
報酬等の総額
(百万円)

役員区分 会社区分
報酬等の種類別の額(百万円)

固定報酬 業績連動報酬 株式報酬

田中勝彦 118 取締役 提出会社 44 66 7

(注) １．報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しております。

２．田中 勝彦に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬７百万円であります。



(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、株式の価値の変動または株式に係る配当の受領によって利益を得ることを目的と

して保有する株式を「純投資目的である投資株式」とし、取引先との安定的な取引関係の維持・強化等、当社の

中期的な企業価値の向上への寄与を目的として保有する株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」として

おります。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、当社の持続的成長の観点から、取引先企業等との協力関係の維持・強化等を目的として、当社の中

長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に取引先等の株式を政策保有株式として保有します。

個別の政策保有株式の保有の合理性の検証及び個別銘柄の保有の適否については、年１回取締役会において、

全個別銘柄を、当社との取引額に加え発行会社の配当性向やROE等から総合的に継続保有の必要性・合理性を検

証しております。

検証の結果、継続保有の合理性が認められなくなったと判断される株式については、当該企業の状況を勘案

したうえで、削減を進めます。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 2 1,136

非上場株式以外の株式 31 8,113,987

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

銘柄数
(銘柄)

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式 12 1,052,961
取引関係の維持・強化のための新規株
式取得および取引先持株会を通じた株
式の取得

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

(注) 株式数が増加及び減少した銘柄には、株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等による変動を

含んでおりません。



ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

横河電機㈱

820,320 814,858
制御・情報機器システム関連における取引
関係強化を目的とし、継続的に原材料等を
調達
(株式数が増加した理由)取引先持株会を通
じた株式の取得

有

3,162,333 3,169,798

日本電技㈱
214,400 107,200 制御・情報機器システム関連における取引

関係強化を目的とし、継続的に案件を受注
有

975,520 560,656

太平電業㈱

164,600 89,600
制御・情報機器システム関連における取引
関係強化を目的とし、継続的に案件を受注
するとともに、技術面での協業を維持
(株式数が増加した理由)上記保有目的によ
る新規株式の取得

有

883,902 478,464

㈱巴コーポレー
ション

494,500 － 産業機器関連における取引強化を図るため
(株式数が増加した理由)上記保有目的によ
る新規株式の取得

有
674,498 －

ジーエルテクノ
ホールディング
ス㈱

226,900 226,900 理化学機器関連における取引関係強化を目
的とし、継続的な案件の受注と技術面、営
業面での協業を維持

有

669,808 658,917

日本瓦斯㈱
150,000 150,000

協力関係の維持強化のため 無
397,650 362,625

㈱CACHoldings
100,000 100,000

社内ITインフラ環境の整備および強化を目
的としたサービス提供を受けることで今後
の事業発展における安定的なシステム環境
を確保するため

有
198,600 187,200

新コスモス電機
㈱

60,000 60,000 制御・情報機器システム関連における取引
関係強化を目的とし、継続的に案件を受注

有
160,020 134,880

㈱IC
100,000 100,000

協力関係の維持強化のため 有
103,500 94,800

㈱戸上電機製作
所

27,900 27,900 計測器関連における取引強化を目的とし、
営業面での協業を維持

有
96,255 77,366

菊水ホールディ
ングス㈱

55,905 54,495
制御・情報機器システム関連における取引
関係強化を目的とし、原材料等を調達
(株式数が増加した理由)取引先持株会を通
じた株式の取得

有
90,176 77,493

栄研化学㈱

35,500 －
理化学機器関連における取引関係強化を目
的とし、技術面、営業面での協業を強化す
るため
(株式数が増加した理由)上記保有目的によ
る新規株式の取得

有

75,650 －

㈱高見沢サイバ
ネティックス

74,900 －
計測器関連における取引強化を目的とし、
営業面での協業を維持するため
(株式数が増加した理由)上記保有目的によ
る新規株式の取得

有
72,503 －

㈱中西製作所
28,200 28,200 制御・情報機器システム関連における取引

関係強化を目的とし、技術面、営業面での
協業を維持

有
69,118 61,335

㈱ムロコーポレ
ーション

55,000 55,000
協力関係の維持強化のため 有

63,140 75,460

㈱ヤマト
34,000 24,000

制御・情報機器システム関連における取引
関係強化のため
(株式数が増加した理由)上記保有目的に
よる新規株式の取得

無
61,506 23,880

㈱ナガワ
9,800 9,800 工事案件における協業体制の拡大を図るた

め 有
60,564 80,556



銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

㈱三井住友フィ
ナンシャルグル
ープ

12,600 4,200 取引金融機関との取引・協力関係の維持及
び強化のため

有
45,788 45,045

リオン㈱
15,000 15,000 制御・情報機器システム関連および産業機

器関連における取引関係強化のため
有

38,955 43,950

水道機工㈱
19,181 18,822

制御・情報機器システム関連における取引
関係強化を目的とし、継続的に案件を受注
(株式数が増加した理由)取引先持株会を通
じた株式の取得

有
36,368 35,611

住友電設㈱
5,778 5,778 制御・情報機器システム関連における取引

関係強化を目的とし、継続的に案件を受注
無

35,650 21,118

エスペック㈱
10,086 9,754 制御・情報機器システム関連における取引

関係強化のため(株式数が増加した理由)取
引先持株会を通じた株式の取得

無
31,217 31,067

㈱明電舎
4,400 4,400 制御・情報機器システム関連における取引

関係強化のため
無

23,936 16,060

㈱ヒューマン・
メタボローム・
テクノロジーズ

30,000 30,000 理化学機器関連における取引関係強化のた
め

無
22,980 18,960

㈱レゾナック・
ホールディング
ス

5,814 5,596
制御・情報機器システム関連における取引
関係強化を目的とし、継続的に案件を受注
(株式数が増加した理由)取引先持株会を通
じた株式の取得

無
19,471 19,710

㈱鳥羽洋行
3,700 3,700 計測器関連における取引強化を目的とし、

営業面での協業を維持
有

13,505 13,653

住友電気工業㈱
4,243 4,080

産業機器関連における取引関係強化を目的
とし、継続的に案件を受注
(株式数が増加した理由)取引先持株会を通
じた株式の取得

無
13,133 10,212

日本信号㈱
6,600 6,600

計測器関連における取引関係強化のため 無
7,114 6,949

㈱みずほフィナ
ンシャルグルー
プ

1,587 1,587 取引金融機関との取引・協力関係の維持及
び強化のため

無
6,336 5,329

ナカバヤシ㈱
6,200 6,200 制御・情報機器システム関連における取引

関係強化を目的とし、継続的に原材料等を
調達

有
3,230 3,416

日本製紙㈱
1,497 1,239

制御・情報機器システム関連における取引
関係強化を目的とし、継続的に案件を受注
(株式数が増加した理由)取引先持株会を通
じた株式の取得

無
1,554 1,189

(注) 特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難であるため記載をしておりませんが、各銘柄

ごとに個別銘柄毎に経済合理性や将来の見通しを定期的に検証しています。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

当事業年度において、当社が保有する保有目的が純投資目的である投資株式はありません。



第５ 【経理の状況】

１ 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて

作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項に基づき事業年度(2024年７月１日から2025年６月30日まで)の財務諸表

について、EY新日本有限責任監査法人より監査を受けております。

３ 連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組として、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機

構主催の研修に参加すること等により、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に

対応することができる体制を整備しております。



１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。



２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,270,871 8,606,995

受取手形 ※１,※４ 248,313 ※１ 159,849

電子記録債権 ※１,※４ 2,525,924 ※１ 1,992,239

売掛金 ※１ 6,777,624 ※１ 6,838,425

契約資産 704,945 683,752

有価証券 2,000,000 1,000,000

商品 2,261,899 2,323,420

前渡金 359,460 780,364

前払費用 70,695 69,570

その他 3,464 4,397

貸倒引当金 △370 △3,272

流動資産合計 23,222,830 22,455,743

固定資産

有形固定資産

建物 594,472 594,806

減価償却累計額 △383,524 △403,733

建物（純額） 210,947 191,072

構築物 20,232 20,232

減価償却累計額 △20,232 △20,232

構築物（純額） 0 0

機械及び装置 18,665 18,397

減価償却累計額 △18,665 △18,397

機械及び装置（純額） 0 0

工具、器具及び備品 292,435 309,315

減価償却累計額 △206,984 △208,700

工具、器具及び備品（純額） 85,451 100,615

土地 6,172 17,590

リース資産 35,247 31,041

減価償却累計額 △11,524 △13,970

リース資産（純額） 23,723 17,070

有形固定資産合計 326,294 326,349

無形固定資産

ソフトウエア 56,998 60,324

電話加入権 5,094 5,094

無形固定資産合計 62,093 65,418

投資その他の資産

投資有価証券 ※２ 6,316,841 ※２ 8,314,861

役員に対する保険積立金 1,385,837 1,431,536

破産更生債権等 0 0

長期預金 － 1,000,000

その他 273,760 287,649

投資その他の資産合計 7,976,439 11,034,047

固定資産合計 8,364,827 11,425,816

資産合計 31,587,657 33,881,559



(単位：千円)

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 ※２ 4,743,513 ※２ 4,808,490

電子記録債務 ※２ 3,214,953 ※２ 2,127,450

リース債務 6,482 6,021

未払金 498,226 460,542

未払費用 225,302 239,145

未払法人税等 747,193 719,349

契約負債 2,226,116 3,256,201

預り金 357,837 465,027

工事損失引当金 6,378 16,545

その他 478,666 261,913

流動負債合計 12,504,669 12,360,687

固定負債

リース債務 17,265 11,512

長期未払金 1,828 1,828

繰延税金負債 713,050 992,383

退職給付引当金 75,610 34,850

固定負債合計 807,753 1,040,574

負債合計 13,312,423 13,401,261

純資産の部

株主資本

資本金 569,375 569,375

資本剰余金

資本準備金 814,474 814,474

その他資本剰余金 52,599 80,271

資本剰余金合計 867,073 894,745

利益剰余金

利益準備金 125,475 125,475

その他利益剰余金

別途積立金 709,000 709,000

繰越利益剰余金 13,271,682 14,938,859

利益剰余金合計 14,106,157 15,773,334

自己株式 △117,051 △104,691

株主資本合計 15,425,554 17,132,763

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,849,678 3,347,535

評価・換算差額等合計 2,849,678 3,347,535

純資産合計 18,275,233 20,480,298

負債純資産合計 31,587,657 33,881,559



② 【損益計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

売上高 ※１ 36,417,933 ※１ 38,719,270

売上原価

商品期首棚卸高 1,719,808 2,261,899

当期商品仕入高 ※３ 28,597,468 ※３ 29,994,693

合計 30,317,276 32,256,593

商品期末棚卸高 2,261,899 2,323,420

売上原価合計 ※２ 28,055,377 ※２ 29,933,172

売上総利益 8,362,556 8,786,098

販売費及び一般管理費

受注前活動費 402,814 307,195

役員報酬 365,612 426,924

給料及び手当 2,349,582 2,413,584

退職給付費用 64,969 50,719

福利厚生費 466,006 446,588

賃借料 351,749 361,994

減価償却費 63,266 62,517

貸倒引当金繰入額 370 3,272

その他 ※４ 833,022 ※４ 955,908

販売費及び一般管理費合計 4,897,394 5,028,703

営業利益 3,465,162 3,757,394

営業外収益

受取利息 305 10,596

受取配当金 117,192 152,433

その他 9,481 5,091

営業外収益合計 126,979 168,122

営業外費用

その他 3,170 7,146

営業外費用合計 3,170 7,146

経常利益 3,588,972 3,918,370

税引前当期純利益 3,588,972 3,918,370

法人税、住民税及び事業税 1,080,997 1,228,582

法人税等調整額 △20,481 7,852

法人税等合計 1,060,515 1,236,434

当期純利益 2,528,456 2,681,935



③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 569,375 814,474 30,810 845,285 125,475 709,000 11,283,505 12,117,980

当期変動額

剰余金の配当 △540,279 △540,279

当期純利益 2,528,456 2,528,456

自己株式の取得

自己株式の処分 21,788 21,788

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 21,788 21,788 － － 1,988,177 1,988,177

当期末残高 569,375 814,474 52,599 867,073 125,475 709,000 13,271,682 14,106,157

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △130,609 13,402,031 1,778,892 1,778,892 15,180,923

当期変動額

剰余金の配当 △540,279 △540,279

当期純利益 2,528,456 2,528,456

自己株式の取得 － －

自己株式の処分 13,557 35,346 35,346

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,070,786 1,070,786 1,070,786

当期変動額合計 13,557 2,023,523 1,070,786 1,070,786 3,094,310

当期末残高 △117,051 15,425,554 2,849,678 2,849,678 18,275,233



当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 569,375 814,474 52,599 867,073 125,475 709,000 13,271,682 14,106,157

当期変動額

剰余金の配当 △1,014,759 △1,014,759

当期純利益 2,681,935 2,681,935

自己株式の取得

自己株式の処分 27,672 27,672

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 27,672 27,672 － － 1,667,176 1,667,176

当期末残高 569,375 814,474 80,271 894,745 125,475 709,000 14,938,859 15,773,334

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △117,051 15,425,554 2,849,678 2,849,678 18,275,233

当期変動額

剰余金の配当 △1,014,759 △1,014,759

当期純利益 2,681,935 2,681,935

自己株式の取得 △439 △439 △439

自己株式の処分 12,798 40,471 40,471

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

497,856 497,856 497,856

当期変動額合計 12,359 1,707,208 497,856 497,856 2,205,064

当期末残高 △104,691 17,132,763 3,347,535 3,347,535 20,480,298



④ 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 3,588,972 3,918,370

減価償却費 85,943 95,246

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,438 △40,759

貸倒引当金の増減額（△は減少） △169 2,901

受取利息及び受取配当金 △117,498 △163,030

工事損失引当金の増減額（△は減少） 6,378 10,167

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △1,498,754 582,541

棚卸資産の増減額（△は増加） △542,091 △61,520

仕入債務の増減額（△は減少） 214,796 △1,022,526

前渡金の増減額（△は増加） 43,650 △420,904

契約負債の増減額（△は減少） △100,913 1,030,085

未払金の増減額（△は減少） 154,438 △11,618

未払又は未収消費税等の増減額 353,711 △215,299

その他 133,049 167,768

小計 2,331,952 3,871,420

利息及び配当金の受取額 117,498 187,308

法人税等の支払額 △860,142 △1,256,117

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,589,308 2,802,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △106,568 △84,466

無形固定資産の取得による支出 △5,443 △44,162

投資有価証券の取得による支出 △185,589 △1,252,961

長期預金の預入による支出 － △1,000,000

差入保証金の差入による支出 △24,409 △3,480

差入保証金の回収による収入 24,399 880

保険積立金の積立による支出 △852,293 △496,228

保険積立金の解約による収入 494,195 450,530

その他 △7,152 △15,211

投資活動によるキャッシュ・フロー △662,862 △2,445,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △6,027 △6,652

自己株式の取得による支出 － △439

配当金の支払額 △539,491 △1,014,295

財務活動によるキャッシュ・フロー △545,518 △1,021,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 380,927 △663,876

現金及び現金同等物の期首残高 9,889,944 10,270,871

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 10,270,871 ※ 9,606,995



【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等…移動平均法による原価法

２ 棚卸資産の評価基準および評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

得意先の仕様に基づく発注商品

個別法

常備保管商品

移動平均法

その他保守用品

最終仕入原価法

３ 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備・構築物につい

ては、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物・構築物 ５～50年

機械装置・工具器具備品 ３～15年

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、市場販売目的のソフトウエアについては販売見込期間(３年)に基づく定額法、自社利用目的のソフトウ

エアについては社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼ

ロとする定額法によっております。

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 工事損失引当金

工事契約の損失に備えるため、当事業年度末における受注工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ金額を合理

的に見積もることのできる契約について、損失見積額を計上しております。



(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)により

按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

５ 収益および費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識基準」という。)等を適用

しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま

れる金額で収益を認識することとしております。主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する時点に

ついては、「収益認識関係」に記載のとおりです。

６ ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債務(予定取引を含む)

③ ヘッジ方針

為替変動リスクを回避する目的で行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する条件が完全に同一であるため、有効性の評価は省略しております。

７ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年９月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるも

の。

(2) 適用予定日

2028年６月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。



(重要な会計上の見積り)

１ 工事契約に係る収益

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

履行義務を充足するにつれて一定
の期間にわたり収益を認識する方
法による売上高

6,387,634千円 6,241,573千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

工事契約に係る収益には、主に制御・情報機器システム等に係る計装工事の請負が含まれ、契約における取引

開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約を除き、履行義務を充足

するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間

の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合(インプット法)に基づいて行って

おります。

② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法の計算における工事原価総額の見積りに

用いた主要な仮定は、部材等の調達単価、労務の作業工数であります。

③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響

上記の仮定は、想定していなかった原価の発生等により工事原価総額に変更があった場合には、工事進捗率が

変動するため、売上高や売上原価に影響を与える可能性があります。



(貸借対照表関係)

※１ 顧客との契約から生じた債権の金額

受取手形、電子記録債権、売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は「注記事項(収益認識関係) ３．

(1) 契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高」に記載のとおりです。

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供されている資産及び担保付債務は以下のとおりであります。

担保に供されている資産

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

投資有価証券 275,144千円 273,076千円

担保付債務

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

買掛金 2,394,933千円 2,286,479千円

電子記録債務 238,792千円 241,980千円

３ 保証債務

当社従業員向住宅資金銀行貸付保証制度により、金融機関から以下の貸付に対して債務保証を行っております。

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

従業員向住宅貸付金 6,813千円 4,421千円

※４ 期末日満期手形および電子記録債権

期末日満期手形および電子記録債権の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処理しており

ます。なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形および電子記録債権が、前事業

年度末残高に含まれております。

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

受取手形 12,285千円 －千円

電子記録債権 75,768千円 －千円



(損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、「注記事項(収益認識関係)１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記

載のとおりです。

※２ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

6,378千円 10,167千円

※３ 当期商品仕入高には、機器等の販売に付随するエンジニアリング業務に係る部門費用が含まれております。その

内訳は次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

人件費 2,634,302千円 3,039,272千円

経費 523,279千円 551,682千円

計 3,157,581千円 3,590,955千円

なお、受注活動に伴い発生した部門費用については、販売費及び一般管理費の受注前活動費として計上してお

ります。

※４ 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

32,698千円 121,831千円



(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数

普通株式(株) 3,432,475 － － 3,432,475

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数

普通株式(株)(注) 55,730 － 5,785 49,945

(注) 自己株式の減少は譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であります。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2023年９月28日
定時株主総会

普通株式 540,279千円 160.00円 2023年６月30日 2023年９月29日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2024年９月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,014,759千円 300.00円 2024年６月30日 2024年９月30日

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数

普通株式(株) 3,432,475 － － 3,432,475

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数

普通株式(株)(注) 49,945 57 5,447 44,555

(注) 自己株式の増加は単元未満株の買取請求による増加、減少は譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によ

る減少であります。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2024年９月27日
定時株主総会

普通株式 1,014,759千円 300.00円 2024年６月30日 2024年９月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2025年９月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,084,134千円 320.00円 2025年６月30日 2025年９月26日



(キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

現金及び預金 8,270,871千円 8,606,995千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

－ －

取得日から３か月以内に満期の到
来する合同運用指定金銭信託（有
価証券）

2,000,000 1,000,000

現金及び現金同等物 10,270,871 9,606,995

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に対する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については現状は外部からの借入を行っておら

ず、運転資金として必要な場合には銀行等金融機関から短期的な借入を行います。デリバティブ取引は、後述する

リスクを回避するために利用しており、ヘッジ目的以外には行わないものとしております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクがあります。当該リスクに関しては、

与信管理規程に沿って与信枠を決定し、また主要な顧客の信用情報を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期

日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクがあります。当該リスクに関し

ては、定期的に時価や発行体(取引先企業等)の財務状況等を把握し、取引先企業等との関係を勘案して保有状況を

定期的に見直しております。

営業債務である電子記録債務、買掛金、未払金及び未払法人税等は、１年以内の支払期日であります。これらの

債務には資金調達に係る流動性リスクがありますが、適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リス

クを管理しております。また、一部外貨建の買掛金に為替変動リスクがありますが、先物為替予約を利用してヘッ

ジしております。

デリバティブ取引は外貨建の営業債務に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引のみ

であります。また、取引の執行・管理については取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、資金担当者

が決裁権限者の承認を得て行うことにより、リスクを管理しております。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジ有効性評価の方法等については前述

の重要な会計方針「６ ヘッジ会計の方法」をご覧下さい。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することもあります。



２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。

前事業年度(2024年６月30日)

(単位：千円)

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 投資有価証券

その他有価証券 6,315,705 6,315,705 －

資産計 6,315,705 6,315,705 －

デリバティブ取引 － － －

当事業年度(2025年６月30日)

(単位：千円)

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 投資有価証券

その他有価証券 8,313,725 8,313,725 －

資産計 8,313,725 8,313,725 －

デリバティブ取引 － － －

(注) 「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「電子記録債務」「買掛金」「未払金」「未払法

人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ

とから、記載を省略しております。

なお、デリバティブ取引である為替予約取引は、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されている

ため、買掛金の時価に含めて記載を省略しております。デリバティブ取引に関する事項については注記事項(デ

リバティブ取引関係)をご参照下さい。

３．市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

(単位：千円)

2024年６月30日 2025年６月30日

非上場株式 1,136 1,136

非上場株式は、市場価格のない株式等であることから、「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりませ

ん。



４．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2024年６月30日)

(単位：千円)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 8,270,871 － － －

受取手形 248,313 － － －

電子記録債権 2,525,924 － － －

売掛金 6,777,624 － － －

合計 17,822,734 － － －

当事業年度(2025年６月30日)

(単位：千円)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 8,605,072 － － －

受取手形 159,849 － － －

電子記録債権 1,992,239 － － －

売掛金 6,838,425 － － －

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち

満期があるもの(社債)
－ 100,000 100,000 －

合計 17,595,587 100,000 100,000 －

５．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。



(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度(2024年６月30日)

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 6,315,705 － － 6,315,705

資産計 6,315,705 － － 6,315,705

当事業年度(2025年６月30日)

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 8,113,987 － － 8,113,987

社債 － 199,737 － 199,737

資産計 8,113,987 199,737 － 8,313,725

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ

ベル１の時価に分類しております。社債は取引金融機関から提示された価格等を用いて評価しております。活発

な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

為替予約取引について振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該買掛金の時価に含めております。

なお、買掛金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省

略しております。

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度(2024年６月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(2025年６月30日)

該当事項はありません。



(有価証券関係)

１ その他有価証券

前事業年度(2024年６月30日)

区分
貸借対照表計上額

(千円)
取得原価(千円) 差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 6,230,543 2,312,412 3,918,130

小計 6,230,543 2,312,412 3,918,130

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株式 85,162 105,127 △19,965

小計 85,162 105,127 △19,965

合計 6,315,705 2,417,540 3,898,164

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 1,136千円)については、市場価格のない株式等であることから上表の「その他

有価証券」には含めておりません。

当事業年度(2025年６月30日)

区分
貸借対照表計上額

(千円)
取得原価(千円) 差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 7,902,039 3,177,576 4,724,463

社債 101,370 100,000 1,370

小計 8,003,410 3,277,576 4,725,834

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株式 211,947 268,647 △56,699

社債 98,366 100,000 △1,633

小計 310,314 368,647 △58,332

合計 8,313,725 3,646,223 4,667,501

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 1,136千円)については、市場価格のない株式等であることから上表の「その他

有価証券」には含めておりません。



２ 売却したその他有価証券

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

為替予約取引を行っておりますが、重要性が乏しいため注記は省略しております。



(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度の退職一時金制度と確定拠出年金制度を採用しております。

退職一時金制度は非積立型制度ですが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっております。

また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

退職給付債務の期首残高 852,398千円 861,481千円

勤務費用 51,102 50,987

利息費用 6,819 6,891

数理計算上の差異の発生額 1,010 △2,365

退職給付の支払額 △49,848 △76,521

退職給付債務の期末残高 861,481 840,473

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

年金資産の期首残高 804,895千円 857,567千円

期待運用収益 － 12,665

数理計算上の差異の発生額 52,672 △70,238

事業主からの拠出額 － －

年金資産の期末残高 857,567 799,994

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

積立型制度の退職給付債務 861,481千円 840,473千円

年金資産 △857,567 △799,994

3,914 40,479

非積立型制度の退職給付債務 － －

未積立退職給付債務 3,914 40,479

未認識数理計算上の差異 71,696 △5,629

貸借対照表上に計上された負債と
資産の純額

75,610 34,850

退職給付引当金 75,610 34,850

貸借対照表上に計上された負債と
資産の純額

75,610 34,850



(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

勤務費用 51,102千円 50,987千円

利息費用 6,819 6,891

期待運用収益 － △12,665

数理計算上の差異の費用処理額 2,365 △9,452

確定給付制度に係る退職給付費用 60,287 35,761

(5) 年金資産の主な内訳

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

投資信託受益証券 100.00％ 100.00％

円貨短期資金 －％ －％

(注) 年金資産は、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託であります。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

割引率 0.80％ 0.80％

期待運用収益率 0.00％ 1.48％

(注) 退職給付債務の算出は、給付算定式基準により将来付与されるポイントを織り込まない方法を採用して

いることから、予想昇給率の適用は行っておりません。

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度64,463千円、当事業年度63,618千円であります。

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。



(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因の内訳

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

繰延税金資産

未払事業税 46,560千円 41,281千円

未払金 1,647千円 1,624千円

投資有価証券 146,464千円 150,764千円

退職給付引当金 23,151千円 10,984千円

退職給付信託 244,960千円 252,151千円

貸倒引当金 113千円 1,031千円

工事損失引当金 1,952千円 5,066千円

長期未払金 559千円 576千円

資産除去債務 15,493千円 17,200千円

その他 41,691千円 55,169千円

繰延税金資産小計 522,596千円 535,851千円

評価性引当額 △187,160千円 △208,267千円

繰延税金資産合計 335,435千円 327,583千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 1,048,486千円 1,319,966千円

繰延税金負債合計 1,048,486千円 1,319,966千円

繰延税金資産(負債)の純額(△は負債) △713,050千円 △992,383千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため

注記を省略しております。

３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月

１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年７月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及

び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。



(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

(持分法損益等)

該当事項はありません。



(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

区分 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

制御・情報機器システム 19,145,373 21,006,106

計測器 3,943,938 4,504,087

理化学機器 9,628,683 9,347,837

産業機器・その他 3,699,938 3,861,239

外部顧客への売上高 36,417,933 38,719,270

うち、顧客との契約から生じる収益 36,204,520 38,503,809

その他の収益(注) 213,413 215,461

(注) その他の収益は、機器等のレンタルに係る売上などであります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約について、以下の５ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した

時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

当社は、主要な事業として制御・情報システム、計測器、理化学機器、産業機器等の商品販売とそれらの商品販売

に伴うエンジニアリング、ソフトウエア製作、計装工事等に関連する事業を行っております。これらの事業から生じ

る収益は顧客との契約に基づき計上しており、それぞれの履行義務に関する情報は以下のとおりであります。

(1) 工事契約

工事契約に係る収益には、主に制御・情報機器システム等に係る計装工事の請負が含まれ、履行義務を充足する

につれて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末

日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合(インプット法)に基づいて行っておりま

す。

なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約

については、代替的な取り扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

工事請負契約等に関する取引の対価は、履行義務の充足後、概ね３か月以内に支払いを受領しております。また、

対価の額に重要な金融要素は含まれておりません。

(2) 商品販売

商品販売に係る収益には、主に理化学機器や計測器等の販売が含まれ、商品の国内販売において、顧客に当該商

品が引き渡された時点で、顧客が当該商品に対する支配を獲得し履行義務が充足されると判断し、その時点で収益

を認識しております。ただし、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場

合には、出荷時に収益を認識しております。

商品販売に関する取引の対価は、商品の出荷後、概ね４か月以内に支払いを受領しております。また、対価の額

に重要な金融要素は含まれておりません。

なお、顧客との契約に基づく取引のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提

供する商品又はサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識して

おります。



３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお

いて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

区分 期首残高(千円) 期末残高(千円)

顧客との契約から生じた債権

受取手形 332,339 248,313

電子記録債権 1,576,764 2,525,924

売掛金 6,198,463 6,750,526

契約資産 606,500 704,945

契約負債 2,327,029 2,226,116

契約資産は、主に顧客との工事契約について期末日時点で充足されている履行義務のうち、未請求の対価に対す

る当社の権利に関するものであり、顧客に請求された時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

契約負債は、主に工事契約等における顧客からの前受金であります。

当事業年度の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動はありません。なお、過去の期間に充足(又は部分的に充

足)した義務から当事業年度に認識した収益に重要性はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

区分 期首残高(千円) 期末残高(千円)

顧客との契約から生じた債権

受取手形 248,313 159,849

電子記録債権 2,525,924 1,992,239

売掛金 6,750,526 6,791,170

契約資産 704,945 683,752

契約負債 2,226,116 3,256,201

契約資産は、主に顧客との工事契約について期末日時点で充足されている履行義務のうち、未請求の対価に対す

る当社の権利に関するものであり、顧客に請求された時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

契約負債は、主に工事契約等における顧客からの前受金であります。

当事業年度に認識された収益額のうち期首現在の契約負債の残高に含まれていた額は、1,885,574千円でありま

す。

当事業年度の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動はありません。なお、過去の期間に充足(又は部分的に充

足)した義務から当事業年度に認識した収益に重要性はありません。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

前事業年度末において、未充足(又は部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の金額は23,169,410千円で

あります。当該履行義務は、主に制御・情報システム、計測器、理化学機器、産業機器等の商品販売とそれらの商

品販売に伴うエンジニアリング、ソフトウエア製作、計装工事等に係るものであり、期末日後１～２年以内に収益

として認識すると見込んでおります。

当事業年度末において、未充足(又は部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の金額は28,124,307千円で

あります。当該履行義務は、主に制御・情報システム、計測器、理化学機器、産業機器等の商品販売とそれらの商

品販売に伴うエンジニアリング、ソフトウエア製作、計装工事等に係るものであり、期末日後１～２年以内に収益

として認識すると見込んでおります。



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、計測制御機器、理化学機器等の各種電子応用機器の販売と、それに付随するエンジニアリング業務など

を行っているものであり、セグメントは単一であるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１ 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

制御・情報機器
システム

計測器 理化学機器 産業機器・その他 合計

外部顧客への売上高 19,145,373 3,943,938 9,628,683 3,699,938 36,417,933

(注) 外部顧客への売上高の内訳は、一時点で認識する売上高が29,816,885千円、一定期間にわたり認識する売上高

が6,387,634千円、その他の売上高が213,413千円となります。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１ 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

制御・情報機器
システム

計測器 理化学機器 産業機器・その他 合計

外部顧客への売上高 21,006,106 4,504,087 9,347,837 3,861,239 38,719,270

(注) 外部顧客への売上高の内訳は、一時点で認識する売上高が32,262,236千円、一定期間にわたり認識する売上高

が6,241,573千円、その他の売上高が215,461千円となります。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。



【関連当事者情報】

１ 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金

又は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

法人主要

株主が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社

横河ソリュー

ションサービ

ス㈱

東京都武

蔵野市
3,000,000

制御機器・

計測機器の

販売

―

代理店契約

に基づく商

品仕入等

商品の仕入 5,856,041 買掛金 2,372,855

横河計測㈱
東京都八

王子市
90,000

電子計測器

の製造・販

売

―

代理店契約

に基づく商

品仕入等

商品の仕入 857,168 買掛金 320,688

(注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の仕入価格については、当社と横河ソリューションサービス㈱および横河計測㈱間で締結しております

一般取引条件を勘案した代理店契約に基づき決定しております。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金

又は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

法人主要

株主が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社

横河ソリュー

ションサービ

ス㈱

東京都武

蔵野市
3,000,000

制御機器・

計測機器の

販売

―

代理店契約

に基づく商

品仕入等

商品の仕入 6,353,362 買掛金 2,278,705

横河計測㈱
東京都八

王子市
90,000

電子計測器

の製造・販

売

―

代理店契約

に基づく商

品仕入等

商品の仕入 753,237 買掛金 340,332

(注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等

商品の仕入価格については、当社と横河ソリューションサービス㈱および横河計測㈱間で締結しております

一般取引条件を勘案した代理店契約に基づき決定しております。

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。



(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

１株当たり純資産額 5,402円83銭 １株当たり純資産額 6,045円10銭

１株当たり当期純利益金額 748円01銭 １株当たり当期純利益金額 792円12銭

(注) １．潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について記載しておりません。

２．算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

項目
前事業年度

(2024年６月30日)
当事業年度

(2025年６月30日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 18,275,233 20,480,298

普通株式に係る純資産額(千円) 18,275,233 20,480,298

普通株式の発行済株式数(千株) 3,432 3,432

普通株式の自己株式数(千株) 49 44

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(千株)

3,382 3,387

２．１株当たり当期純利益金額

項目
前事業年度

(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

当期純利益(千円) 2,528,456 2,681,935

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 2,528,456 2,681,935

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,380 3,385

(重要な後発事象)

該当事項はありません。



⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

建物 594,472 1,843 1,509 594,806 403,733 21,048 191,072

構築物 20,232 － － 20,232 20,232 － 0

機械及び装置 18,665 － 268 18,397 18,397 － 0

工具、器具及び備品 292,435 57,590 40,711 309,315 208,700 42,253 100,615

土地 6,172 11,418 － 17,590 － － 17,590

リース資産 35,247 － 4,206 31,041 13,970 6,652 17,070

有形固定資産計 967,226 70,852 46,694 991,384 665,035 69,953 326,349

無形固定資産

ソフトウエア 129,256 28,636 59,228 98,663 38,339 23,903 60,324

電話加入権 5,094 － － 5,094 － － 5,094

無形固定資産計 134,351 28,636 59,228 103,758 38,339 23,903 65,418

長期前払費用 879 689 407 1,161 640 639 520

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 370 3,272 370 － 3,272

工事損失引当金 6,378 10,167 － － 16,545

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における

負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略して

おります。



(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 1,922

銀行預金

当座預金 7,812,690

普通預金 788,247

別段預金 4,135

小計 8,605,072

合計 8,606,995

② 受取手形

(イ)相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社大同電機製作所 32,318

シンク・エンジニアリング株式会社 26,370

株式会社東京精密 18,457

クラボウプラントシステム株式会社 17,135

株式会社たけでん 8,109

その他 57,458

合計 159,849

(ロ)期日別内訳

期日別 金額(千円)

2025年７月 満期 48,923

2025年８月 満期 66,137

2025年９月 満期 31,531

2025年10月 満期 10,855

2025年11月 満期 2,401

2025年12月 満期 －

合計 159,849



③ 電子記録債権

(イ)相手先別内訳

相手先 金額(千円)

日産自動車株式会社 320,438

メタウォーター株式会社 180,000

株式会社大西熱学 174,254

中外テクノス株式会社 106,759

株式会社神鋼環境ソリュ－ション 95,512

その他 1,115,274

合計 1,992,239

(ロ)期日別内訳

期日別 金額(千円)

2025年７月 満期 620,240

2025年８月 満期 421,402

2025年９月 満期 391,618

2025年10月 満期 416,187

2025年11月 満期 56,262

2025年12月以降 満期 86,526

合計 1,992,239

④ 売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先 金額(千円)

クラサスケミカル株式会社 309,723

三井化学株式会社 227,074

東京都水道局 188,740

住友電気工業株式会社 182,080

三菱ケミカル株式会社 150,718

その他 5,780,087

合計 6,838,425



(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

6,777,624 42,427,661 42,366,860 6,838,425 86 59

(注) 消費税および地方消費税の取扱は、税抜にしておりますが、上記は税込みで表示しております。

⑤ 商品

区分 金額(千円)

制御・情報機器システム 1,437,734

計測器 105,869

理化学機器 575,015

産業機器その他 204,800

合計 2,323,420

⑥ 投資有価証券

区分および銘柄 金額(千円)

株式

横河電機株式会社 3,162,333

日本電技株式会社 975,520

太平電業株式会社 883,902

株式会社巴コーポレーション 674,498

ジーエルテクノホールディングス株式会社 669,808

その他 1,749,061

計 8,115,123

債券

社債 199,737

計 199,737

合計 8,314,861



⑦ 買掛金

相手先 金額(千円)

横河ソリューションサービス株式会社 2,278,705

アジレントテクノロジー株式会社 501,111

横河計測株式会社 340,332

ブルカージャパン株式会社 134,560

ゲステル株式会社 106,573

その他 1,447,206

合計 4,808,490

⑧ 電子記録債務

(イ)相手先別内訳

相手先 金額(千円)

菊水電子工業株式会社 241,980

協立電機株式会社 185,332

東亜ディーケーケー株式会社 177,187

株式会社三社電機製作所 129,340

セントラル科学株式会社 75,863

その他 1,317,744

合計 2,127,450

(ロ)期日別内訳

期日別 金額(千円)

2025年７月 満期 437,465

2025年８月 満期 350,745

2025年９月 満期 943,312

2025年10月 満期 157,253

2025年11月 満期 238,673

合計 2,127,450



⑨ 契約負債

相手先 金額(千円)

株式会社日立プラントサービス 479,941

ダイダン株式会社 289,234

ウェルネオシュガー株式会社 245,520

東京都水道局 239,890

株式会社大林組 234,301

その他 1,767,314

合計 3,256,201



(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

中間会計期間 当事業年度

売上高 (千円) 17,723,464 38,719,270

税引前中間(当期)純利益 (千円) 2,033,764 3,918,370

中間(当期)純利益 (千円) 1,360,712 2,681,935

１株当たり中間(当期)純利益金額 (円) 402.14 792.12



第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ７月１日から６月30日まで

定時株主総会 毎営業年度末日の翌日から３ヵ月以内

基準日 ６月30日

剰余金の配当の基準日
12月31日
６月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

取扱場所
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

取次所 ――

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお電子公告は当会社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
す。
https://www.nskw.co.jp/

株主に対する特典 なし

(注) 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使

することができません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利



第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第89期(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)2024年９月30日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2024年９月30日関東財務局長に提出

(3) 半期報告書及び確認書

第90期中(自 2024年７月１日 至 2024年12月31日)2025年２月13日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２

(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
2024年10月１日関東財務局長に提出



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

２０２５年９月２２日

西川計測株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 板 谷 秀 穂

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 久 保 照 代

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている西川計測株式会社の２０２４年７月１日から２０２５年６月３０日までの第９０期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記

及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西川計

測株式会社の２０２５年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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一時点で充足される履行義務にかかる収益認識

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、制御・情報機器システム、計測器、理化学機
器、産業機器・その他の商品販売と、それら商品販売に
伴うエンジニアリング、ソフトウエア製作、計装工事、
保守サービスを一括して行っている。

【注記事項】(セグメント情報等)に記載のとおり、当
事業年度の売上高38,719,270千円のうち、履行義務を充
足した一時点で認識する売上高は32,262,236千円であ
り、売上高の83％を占めている。

履行義務が一時点で充足される取引については、完全
に履行義務を充足した時点（工事契約で代替的な取り扱
いが適用されるもの）や顧客に商品が引き渡される時点
（商品販売の場合で例外的に出荷時含む）で売上を認識
するが、顧客が受領書等を発行するタイミングや、発行
される受領書等の形態は取引ごとに多様であり、慎重な
判断が必要となる。

また、一時点で認識する売上高は下期に集中するた
め、1月～6月に売上・利益が増加する傾向がある。この
ため、事業年度末までに売上計上の要件を満たしている
かの判断は、財務諸表に重要な影響を与えることにな
る。以上から、当監査法人は、履行義務が充足された一
時点で認識する売上高の計上時期が監査上の主要な検討
事項に該当すると判断した。

当監査法人は、一時点で認識する売上高の計上時期を
検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価
一時点で認識する売上高に関連する以下の内部統制の整
備・運用状況を評価した。
・一時点で認識する売上高の計上の基礎となる検収等の
事実を確かめる統制

(2) 一時点で認識する売上高の計上の検討
一時点で認識する売上高の計上時期を検討するため、以
下を含む監査手続を実施した。
・事業年度末付近に計上された一時点で認識する売上高
のうち、監査人が一定の基準により選定した取引につい
て、根拠となる証憑と突合を実施した。
・一時点で認識する売上高について売上一覧表を母集団
として、監査人が一定の基準により選定した取引につい
て根拠となる証憑と突合を実施した。
・一時点で認識する売上高について期末日時点の未入金
リストを閲覧し、通常の回収期間を超えて未回収である
重要な売掛金の有無を検証した。
・一時点で認識する売上高について翌事業年度に売上が
取り消しとなっている案件の有無を把握するために、事
業年度の翌月の売上一覧表を査閲した。
・一時点で認識する売上高について、サンプルとして抽
出する範囲を拡大して売掛金の残高確認手続を実施し
た。
・一時点で認識する売上高について会計システムに直接
計上された仕訳の有無を検討した。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営

者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告

プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。



― 3 ―

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、西川計測株式会社の２０

２５年６月３０日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、西川計測株式会社が２０２５年６月３０日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査

業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査の状況】に

記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １ 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。


